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損害担保はどのようなときに使うのですか。

　被管理農水産業協同組合においては、名寄せ（貯金者ごとの付保貯金額の
算定等）並びにこれらを前提とする払戻してよい貯金等と払戻しを停止する
必要のある貯金等を分別管理するための作業等を終え次第、基本的な業務と
して、名寄せ等が行われた貯金口座に関して、

　これらの業務がどのタイミングで実施されるか、あるいは、破綻前後で
継続されるかどうかは、付保貯金額を算定し、上記のとおり、払戻してよ
い貯金等と払戻しを停止する必要のある貯金等を分別管理するための作業、
その他の準備がいつ整えられるかによります。仮に、そのための準備に一
定期間が必要な場合には、その準備が整うまで、上記の業務を停止するこ
とがあります。

　損害担保は、救済農水産業協同組合が破綻農水産業協同組合から譲り受
けた貸付債権について、その全部または一部の弁済を受けられなくなった
ことで損失が生じた場合に、貯金保険機構がその一部を補てんする契約（損
害担保契約＝ロスシェアリング）を締結することを主な内容としています。

　貯金保険機構が貸付けを行うのは、破綻農水産業協同組合の資金繰りが困
難となって円滑な破綻処理が行われない事態を避けるためです。以下の 3 つ
のケースが貯金保険法で手当されています。


